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平 成 2 9 年 第 ２ 回 小 城 市 議 会 定 例 会 提 案 理 由（ そ の ２ ） 

（ 平 成 2 9 年 ６ 月 ９ 日 開 会 ）  

 

次 に 、議 案 第 5 8 号 の 専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る こ と に

つ い て で ご ざ い ま す 。  

内 容 に つ き ま し て は 、平 成 2 9 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保

険 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） で ご ざ い ま す が 、 既 定

の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に そ れ ぞ れ 8 , 0 4 4 万 ２ 千 円 を 追

加 し 、 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を そ れ ぞ れ 6 0 億

4 , 4 5 1 万 円 と い た し た も の で ご ざ い ま す 。  

こ れ は 、平 成 2 8 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 の

決 算 で 歳 入 が 不 足 す る こ と か ら 、平 成 2 9 年 度 の 歳 入 か

ら 繰 り 上 げ て 充 用 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

こ の 議 案 に つ き ま し て は 、 議 会 を 招 集 す る 時 間 的 余

裕 が な か っ た た め 、 や む を 得 ず 地 方 自 治 法 第 1 7 9 条 第

１ 項 の 規 定 に よ り ５ 月 3 1 日 付 け で 専 決 処 分 を い た し ま

し た の で 、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り こ れ を 報 告 し 、 議

会 の 承 認 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 5 9 号  平 成 2 9 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保

険 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） で ご ざ い ま す が 、 補 正

予 算 （ 第 １ 号 ） の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら そ れ ぞ れ ５

千 円 を 減 額 し 、 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を そ れ ぞ

れ 6 0 億 4 , 4 5 0 万 ５ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  
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補 正 の 主 な 内 容 は 、 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 へ の

前 期 高 齢 者 納 付 金 の 負 担 額 が 確 定 し た こ と 等 に よ り 予

算 計 上 す る も の の ほ か 後 期 高 齢 者 支 援 金 と し て 計 上 い

た し て お り ま し た 負 担 金 の 一 部 を 減 額 す る も の で ご ざ

い ま す 。  

 

次 に 、報 告 第 ６ 号  平 成 2 8 年 度 一 般 財 団 法 人 小 城 市

体 育 協 会 の 経 営 状 況 に つ い て で ご ざ い ま す が 、 本 報 告

は 、 地 方 自 治 法 第 2 4 3 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 平 成

2 8 年 度 の 事 業 報 告 、決 算 報 告 及 び 平 成 2 9 年 度 の 事 業 計

画 を 報 告 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 


